
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
及
び
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

新
旧
対
照
条
文

目
次

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
六
十
一
号
）

１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

７
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戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
及
び
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文

◎

戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
六
十
一
号
）
（
抄
）

（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
別
給
付
金
の
支
給
及
び
権
利
の
裁
定
）

（
特
別
給
付
金
の
支
給
及
び
権
利
の
裁
定
）

第
三
条

戦
没
者
等
の
妻
に
は
、
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。

第
三
条

戦
没
者
等
の
妻
に
は
、
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

前
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
で
あ
つ
て
、

［
新
設
］

当
該
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
日
か
ら
十
年
を
経
過

し
た
日
に
お
い
て
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有

す
る
も
の
に
は
、
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。

７

特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
の
裁
定
は
、
こ
れ
を
受
け
よ
う
と
す

６

特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
の
裁
定
は
、
こ
れ
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
の
請
求
に
基
づ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
。

る
者
の
請
求
に
基
づ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
行
な
う
。

（
特
別
給
付
金
の
額
及
び
記
名
国
債
の
交
付
）

（
特
別
給
付
金
の
額
及
び
記
名
国
債
の
交
付
）

第
四
条

特
別
給
付
金
の
額
は
、
前
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
に
あ
つ

第
四
条

特
別
給
付
金
の
額
は
、
前
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
に
あ
つ

て
は
二
十
万
円
、
同
条
第
二
項
の
特
別
給
付
金
に
あ
つ
て
は
六
十
万

て
は
二
十
万
円
、
同
条
第
二
項
の
特
別
給
付
金
に
あ
つ
て
は
六
十
万

円
、
同
条
第
三
項
の
特
別
給
付
金
に
あ
つ
て
は
百
二
十
万
円
、
同
条

円
、
同
条
第
三
項
の
特
別
給
付
金
に
あ
つ
て
は
百
二
十
万
円
、
同
条

第
四
項
の
特
別
給
付
金
に
あ
つ
て
は
百
八
十
万
円
、
同
条
第
五
項
又

第
四
項
の
特
別
給
付
金
に
あ
つ
て
は
百
八
十
万
円
、
同
条
第
五
項
の

は
第
六
項
の
特
別
給
付
金
に
あ
つ
て
は
二
百
万
円
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ

特
別
給
付
金
に
あ
つ
て
は
二
百
万
円
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
十
年
以
内
に

十
年
以
内
に
償
還
す
べ
き
記
名
国
債
を
も
つ
て
交
付
す
る
。

償
還
す
べ
き
記
名
国
債
を
も
つ
て
交
付
す
る
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

附

則

附

則

１

（
略
）

１

（
略
）

（
国
債
の
発
行
の
日
）

（
国
債
の
発
行
の
日
）

２

第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
債
の
発
行
の
日
は
、
第
三
条
第
一

２

第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
債
の
発
行
の
日
は
、
第
三
条
第
一
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項
の
特
別
給
付
金
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
昭
和
三
十
八
年
五
月
一

項
の
特
別
給
付
金
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
昭
和
三
十
八
年
五
月
一

日
と
し
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
特
別
給
付
金
に
係
る
も

日
と
し
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
特
別
給
付
金
に
係
る
も

の
に
あ
つ
て
は
当
該
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
す
る
日
の

の
に
あ
つ
て
は
当
該
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
す
る
日
の

属
す
る
年
の
十
一
月
一
日
と
す
る
。

属
す
る
年
の
十
一
月
一
日
と
す
る
。

３~

（
略
）

３~

（
略
）

49

49

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

50

50

間
に
死
亡
し
た
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
及

間
に
死
亡
し
た
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
及

び
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す

び
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
五
号
。
以
下
「
平
成
十
八
年
法

る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷

律
第
九
十
五
号
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に

病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦

対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
（
同

傷
病
者
等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭

条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十

和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も

八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
た
な
ら

の
と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含

ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
）
の
妻
（
婚

む
。
）
の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係

姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に

と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
条
第
一

あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金

項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ

を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、

つ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
第
三
条
第
二

平
成
十
八
年
十
月
一
日
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
給

項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
同
項
に
規

付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

定
す
る
者
と
み
な
す
。

~

（
略
）

~

（
略
）

51

56

51

56

平
成
十
五
年
四
月
一
日
以
後
に
死
亡
し
た
者
（
昭
和
十
二
年
七
月

［
新
設
］

57
七
日
前
の
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
た
者
を
除
く
。
）
の
妻
（
婚

姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に

あ
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
四
月

一
日
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利

を
有
す
る
者
（
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
に

よ
る
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
を
除
く
。
）
は
、

第
二
条
に
規
定
す
る
戦
没
者
等
の
妻
と
み
な
す
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
に
至

［
新
設
］

58
つ
た
者
に
交
付
す
る
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
債
の
発
行
の
日
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は
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日
と
す
る
。

昭
和
六
年
九
月
十
八
日
か
ら
昭
和
十
二
年
七
月
六
日
ま
で
の
間
に

［
新
設
］

59
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
こ
れ
に
よ
り
平
成
十
五
年
四
月
一

日
以
後
に
死
亡
し
た
者
の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事

実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
つ
た
こ

と
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
に
お
い
て
第
二
条
第
一
号
又

は
第
三
号
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
（
戦
傷
病
者

等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
に
よ
る
特
別
給
付
金
を
受
け

る
権
利
を
取
得
し
た
者
を
除
く
。
）
は
、
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す

る
者
と
み
な
す
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間

［
新
設
］

60
に
死
亡
し
た
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
五
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷

病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦

傷
病
者
等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭

和
六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も

の
と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含

む
。
）
の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係

と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
条
第
一

項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ

つ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
に
お
い
て
第
三
条
第

二
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
同
項
に

規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間

［
新
設
］

61
に
死
亡
し
た
平
成
十
三
年
法
律
第
十
一
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病

者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷

病
者
等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和

六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の

と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
）

の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
特
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別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
（
平
成
八
年
法
律
第
十
五

号
附
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
で
あ

つ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
に
お
い
て
第
三
条
第

二
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
同
項
に

規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間

［
新
設
］

62
に
死
亡
し
た
平
成
八
年
法
律
第
十
五
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者

等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病

者
等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六

年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と

し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
）

の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
平
成
八
年
法
律
第
十
五
号

附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
三
年
法
律
第
十
一
号
に

よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第

三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限

る
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
に
お
い

て
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者

は
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間

［
新
設
］

63
に
死
亡
し
た
平
成
三
年
法
律
第
五
十
五
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病

者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る
戦
傷

病
者
等
（
同
条
中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和

六
年
九
月
十
八
日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の

と
し
た
な
ら
ば
同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
を
含
む
。
）

の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
平
成
八
年
法
律
第
十
五
号

附
則
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
三
年
法
律
第
十
一
号
に

よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第

三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
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る
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
に
お
い

て
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者

は
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間

［
新
設
］

64
に
死
亡
し
た
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
三
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦

傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る

戦
傷
病
者
等
の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻

関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
平
成
八
年
法

律
第
十
五
号
附
則
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
三
年
法
律

第
十
一
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付

金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し

た
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一

日
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を

有
す
る
者
は
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間

［
新
設
］

65
に
死
亡
し
た
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
二
十
九
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦

傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
に
規
定
す
る

戦
傷
病
者
等
の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻

関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
平
成
八
年
法

律
第
十
五
号
附
則
第
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
三
年
法
律

第
十
一
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付

金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し

た
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一

日
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を

有
す
る
者
は
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間

［
新
設
］

66
に
死
亡
し
た
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
二
十
二
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦

傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
戦
傷
病
者
等
又
は
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
二
十
九
号
に
よ
る

改
正
前
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
二
条
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中
「
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
」
と
あ
る
の
を
「
昭
和
六
年
九
月
十
八

日
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
た
な
ら
ば

同
条
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
等
と
な
る
者
の
妻
（
婚
姻
の
届
出
を
し

て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
つ
た
者
を
含

む
も
の
と
し
、
平
成
八
年
法
律
第
十
五
号
附
則
第
二
条
第
七
項
の
規

定
に
よ
り
平
成
十
三
年
法
律
第
十
一
号
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者

等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付

金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ

り
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲

げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す

る
者
と
み
な
す
。

（
略
）

（
略
）

67

57
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◎

戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
（
抄
）

（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
別
給
付
金
の
支
給
）

（
特
別
給
付
金
の
支
給
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

12

12

前
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
で
あ
つ
て
、

［
新
設
］

13
当
該
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
日
か
ら
五
年
を
経
過

し
た
日
に
お
い
て
第
五
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
当

該
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し

た
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
そ
の
者
と
氏
を
同
じ
く
す
る
子
又
は
孫
を

有
す
る
に
至
ら
な
か
つ
た
も
の
に
は
、
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
。

（
特
別
給
付
金
の
額
及
び
記
名
国
債
の
交
付
）

（
特
別
給
付
金
の
額
及
び
記
名
国
債
の
交
付
）

第
五
条

特
別
給
付
金
の
額
は
、
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
に
あ

第
五
条

特
別
給
付
金
の
額
は
、
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
に
あ

つ
て
は
十
万
円
、
同
条
第
五
項
の
特
別
給
付
金
に
あ
つ
て
は
三
十
万

つ
て
は
十
万
円
、
同
条
第
五
項
の
特
別
給
付
金
に
あ
つ
て
は
三
十
万

円
、
同
条
第
六
項
又
は
第
七
項
の
特
別
給
付
金
に
あ
つ
て
は
六
十
万

円
、
同
条
第
六
項
又
は
第
七
項
の
特
別
給
付
金
に
あ
つ
て
は
六
十
万

円
、
同
条
第
八
項
の
特
別
給
付
金
に
あ
つ
て
は
七
十
五
万
円
、
同
条

円
、
同
条
第
八
項
の
特
別
給
付
金
に
あ
つ
て
は
七
十
五
万
円
、
同
条

第
九
項
の
特
別
給
付
金
に
あ
つ
て
は
九
十
万
円
、
同
条
第
十
項
か
ら

第
九
項
の
特
別
給
付
金
に
あ
つ
て
は
九
十
万
円
、
同
条
第
十
項
か
ら

第
十
三
項
ま
で
の
特
別
給
付
金
に
あ
つ
て
は
百
万
円
と
し
、
そ
れ
ぞ

第
十
二
項
ま
で
の
特
別
給
付
金
に
あ
つ
て
は
百
万
円
と
し
、
そ
れ
ぞ

れ
五
年
以
内
に
償
還
す
べ
き
記
名
国
債
を
も
つ
て
交
付
す
る
。

れ
五
年
以
内
に
償
還
す
べ
き
記
名
国
債
を
も
つ
て
交
付
す
る
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

附

則

附

則

１

（
略
）

１

（
略
）

（
国
債
の
発
行
の
日
）

（
国
債
の
発
行
の
日
）

２

第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
債
の
発
行
の
日
は
、
第
三
条
第
一

２

第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
債
の
発
行
の
日
は
、
第
三
条
第
一

項
の
特
別
給
付
金
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
昭
和
四
十
二
年
五
月
十

項
の
特
別
給
付
金
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
昭
和
四
十
二
年
五
月
十
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六
日
と
し
、
同
条
第
五
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
特
別
給
付
金
に
係

六
日
と
し
、
同
条
第
五
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
特
別
給
付
金
に
係

る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
す
る

る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
す
る

日
と
す
る
。

日
と
す
る
。

３
～

３
～

58

58

平
成
十
五
年
四
月
一
日
以
後
に
死
亡
し
た
者
（
昭
和
十
二
年
七
月

［
新
設
］

59
七
日
前
の
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
た
者
を
除
く
。
）
の
父
母

又
は
祖
父
母
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
に

お
い
て
第
三
条
第
五
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
遺
族
年
金
受
給
権
者
た
る
父
母
等
と
み
な
す
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と

［
新
設
］

60
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第
一
項
中
「
昭
和
四
十
二
年

三
月
三
十
一
日
」
と
あ
り
、
及
び
第
二
条
の
二
中
「
昭
和
四
十
四
年

九
月
三
十
日
」
と
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
「
平
成
二
十
五
年
九
月
三
十

日
」
と
、
第
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
昭
和
四
十
二
年
四
月
一

日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
」
と
す
る
。

昭
和
六
年
九
月
十
八
日
か
ら
昭
和
十
二
年
七
月
六
日
ま
で
の
間
に

［
新
設
］

61
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
こ
れ
に
よ
り
平
成
十
五
年
四
月
一

日
以
後
に
死
亡
し
た
者
の
父
母
又
は
祖
父
母
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
に
お
い
て
第
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第

三
号
に
掲
げ
る
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
（
同
日
に
お
い
て

同
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
つ

て
、
当
該
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
後
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に

そ
の
者
と
氏
を
同
じ
く
す
る
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
子
又
は
孫

を
有
す
る
に
至
ら
な
か
つ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
父
母

等
」
と
い
う
。
）
は
、
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
者
と
み
な
す
。

た
だ
し
、
当
該
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
死
亡
し
た
者
以
外

に
子
又
は
孫
（
当
該
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
死
亡
し
た
者

以
外
に
子
も
孫
も
い
な
か
つ
た
父
母
等
が
同
年
十
月
一
日
に
お
い
て

な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
父
母
等
と
氏
を
同
じ
く
す
る
子
又
は
孫
と

す
る
。
）
が
い
た
父
母
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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前
項
の
場
合
に
は
、
第
三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
を

［
新
設
］

62
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
昭

和
四
十
二
年
四
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
五
年
十
月
一

日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日
以
後
に
死
亡
し
た
者
（
昭
和
十
二
年
七
月

［
新
設
］

63
七
日
前
の
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
た
者
を
除
く
。
）
の
父
母

又
は
祖
父
母
で
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
に

お
い
て
第
三
条
第
五
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
当
該

死
亡
し
た
者
の
除
籍
時
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
そ
の
者

と
氏
を
同
じ
く
す
る
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
子
又
は
孫
を
有
す

る
に
至
ら
な
か
つ
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
父
母
等
」
と
い

う
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
死
亡
し
た
者
の
除
籍
時
に
氏
を
同
じ
く
す

る
子
も
孫
も
い
な
か
つ
た
も
の
（
当
該
死
亡
し
た
者
の
除
籍
時
に
子

も
孫
も
い
な
か
つ
た
他
の
父
母
等
が
同
年
十
月
一
日
に
お
い
て
い
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
死
亡
し
た
者
の
除
籍
時
に
子
も
孫
も
い
な

か
つ
た
も
の
に
限
る
。
）
は
、
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
戦
没
者

の
父
母
等
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
他
の
事
由
に
よ
り
特
別

給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
場
合
及
び
当
該
死
亡
し
た
者
の

死
亡
に
関
し
他
に
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な

る
者
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と

［
新
設
］

64
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
昭

和
四
十
二
年
四
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
五
年
十
月
一

日
」
と
す
る
。

附
則
第
五
十
九
項
、
第
六
十
項
及
び
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
別

［
新
設
］

65
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
に
至
つ
た
者
に
交
付
す
る
第
五
条

第
二
項
に
規
定
す
る
国
債
の
発
行
の
日
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一

日
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）
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